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用地調査等業務共通仕様書【本文】 新旧対照表 

※下線部分が今回改正箇所 

（新） （旧） 

 

第１条から第８条まで  （略） 

 

（用地調査等業務の区分） 

第９条 この仕様書によって履行する用地調査等業務は、次の各号に定めるところ

により行うものとする。 

 

一および二 （略） 

 

表１ 建物区分 

区分 判断基準 

木造建物〔Ⅰ〕 以下のいずれかに該当する建物 

・土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸

組    工法により建築されている専用住宅、共同住宅、

店舗、事務所、工場、倉庫等の建物で主要な構造部の形状・

材種、間取り等が一般的と判断される平家建又は 2 階建の建

物 

・主要な構造部に木材を使用し、ツーバイフォー工法又は木質

系プレハブ工法により建築されている専用住宅で平家建又は

２階建の建物 

木造建物〔Ⅱ〕 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組 

    工法により建築されている劇場、映画館、公衆浴場、

体育館等で主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的でな

く、木造建物〔Ⅰ〕に含まれないと判断されるもの又は 3 階建

の建物 

木造建物〔Ⅲ〕                              

                             

         木造建物〔Ⅰ〕及び木造建物〔Ⅱ〕以外の

建物 

木造特殊建物 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組 

    工法により建築されている神社、仏閣、教会堂、茶室、

土蔵造等の建物で建築に特殊な技能を必要とするもの又は歴史

的価値を有する建物 

 

第１条から第８条まで  （略） 

 

（用地調査等業務の区分） 

第９条 この仕様書によって履行する用地調査等業務は、次の各号に定めるところ

により行うものとする。 

 

一および二 （略） 

 

表１ 建物区分 

区分 判断基準 

木造建物〔Ⅰ〕                

 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸

組（在来）工法により建築されている専用住宅、共同住宅、

店舗、事務所、工場、倉庫等の建物で主要な構造部の形状・

材種、間取り等が一般的と判断される平家建又は 2 階建の建

物 

                             

                            

       

木造建物〔Ⅱ〕 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組

（在来）工法により建築されている劇場、映画館、公衆浴場、

体育館等で主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的でな

く、木造建物〔Ⅰ〕に含まれないと判断されるもの又は 3 階建

の建物 

木造建物〔Ⅲ〕 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、ツー

バイフォー工法又はプレハブ工法等軸組（在来）工法以外の工

法により建築された                    

建物 

木造特殊建物 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組

（在来）工法により建築されている神社、仏閣、教会堂、茶室、

土蔵造等の建物で建築に特殊な技能を必要とするもの又は歴史

的価値を有する建物 
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非 木 造 建 物

〔Ⅰ〕 

柱、梁等の主要な構造部が木材以外の材料により建築されてい

る鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 若

しくはコンクリートブロック造 の建物又は鉄鋼系プレハブ工

法（軽量鉄骨造）により建築されている専用住宅若しくは共同

住宅の建物 

非 木 造 建 物

〔Ⅱ〕 

                             

             非木造建物〔Ⅰ〕以外の建物（石

造、レンガ造等の建物又は鉄鋼系プレハブ工法（重量鉄骨造）、

コンクリート系プレハブ工法等により建築されている建物） 

（注）（略） 

 

三及び四 （略） 

 

第１０条から第３３条まで （略） 

 

（保険加入の義務） 

第３３条の２ 受注者は、雇用保険法（昭和49年法律第116号）、労働者災害補償

保険法（昭和22年法律第50号）、健康保険法（大正11年法律第70号）及び厚生年

金保険法（昭和29年法律第115号）の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、

雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 

２ 受注者は、現場作業が発生する場合は、法定外の労災保険に付さなければなら

ない。 

 

第３４条から第６９条まで （略） 

 

（木造建物） 

第７０条 木造建物〔Ⅰ〕の調査は、軸組工法により建築されている木造建物にあ

っては、別記７別添一の一     木造建物調査積算要領〔軸組工法〕（以下

「木造建物要領〔軸組工法〕」という。）により行うものとし、ツーバイフォー

工法又は木質系プレハブ工法により建築されている木造建物にあっては、別記７ 

別添一の二木造建物調査積算要領〔ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法

（以下「木造建物要領〔ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法〕」という。）

により行うものとする。 

２ 木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の調査は、木造建物要領〔軸組工法〕又は

木造建物要領〔ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法〕のいずれかを準用

して行うほか、当該建物の推定再建築費の積算が可能となるよう行うものとす

る。 

非 木 造 建 物

〔Ⅰ〕 

柱、梁等の主要な構造部が木材以外の材料により建築されてい

る鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、  

   コンクリートブロック造等              

                             

  の建物 

非 木 造 建 物

〔Ⅱ〕 

石造、レンガ造及びプレハブ工法により建築されている鉄骨系

又は コンクリート系の建物                 

                             

                           

（注）（略） 

 

三及び四 （略） 

 

第１０条から第３３条まで （略） 

 

（保険加入の義務） 

第３３条の２ 受注者は、雇用保険法（昭和49年法律第116号）、労働者災害補償保

険法（昭和22年法律第50号）、健康保険法（大正11年法律第70号）及び厚生年金

保険法（昭和29年法律第115号）の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用

者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 

                                      

    

 

第３４条から第６９条まで （略） 

 

（木造建物） 

第７０条 木造建物〔Ⅰ〕の調査は、                     

    別記７      に定める木造建物調査積算要領      （以下

「木造建物要領       」という。）                

                                     

                                     

                                     

により行うものとする。 

２ 木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の調査は、木造建物要領         

                                 を準用 

して行うほか、当該建物の推定再建築費の積算が可能となるよう行うものとす 

る。 
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３ 前２項の実施に当たっては、取扱要領第７条の各項目別補正率表に掲げる補正

項目に係る建物の各部位の補修等の有無を調査するものとする。 

 

（木造特殊建物） 

第７１条 木造特殊建物の調査は、木造建物要領〔軸組工法〕を準用して行うほか、

当該建物の再建築費の積算が可能となるよう行う              

  ものとする。 

２ 前項の実施に当たっては、取扱要領第７条の各項目別補正率表に掲げる補正項

目に係る建物の各部位の補修等の有無を調査するものとする。 

 

第７２条から第８０条まで （略） 

 

（木造建物） 

第８１条 木造建物の図面及び調査書は、第70条の調査結果を基に作成するものと

する。 

２ 木造建物〔Ⅰ〕の図面及び調査書は、木造建物要領〔軸組工法〕又は木造建物

要領〔ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法〕のいずれかにより作成する

ものとする。 

３ 木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の図面及び調査書は、木造建物要領〔軸組

工法〕又は木造建物要領〔ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法〕のいず

れかを準用して作成するほか、次の各号の図面を作成するものとする。 

一 基礎伏図（縮尺100分の１） 

二 床伏図（縮尺100分の１） 

三 軸組図（縮尺100分の１） 

四 小屋伏図（縮尺100分の１） 

 

（木造特殊建物） 

第８２条 木造特殊建物の図面及び調査書は、第71条の調査結果を基に作成するも

のとする。 

２ 図面は、木造建物要領〔軸組工法〕を準用して作成するほか、次の各号の図面

を作成するものとする。 

一 基礎伏図（縮尺100分の１） 

二 床伏図（縮尺100分の１） 

三 軸組図（縮尺100分の１） 

四 小屋伏図（縮尺100分の１） 

五 断面図（矩計図）（縮尺50分の１） 

六 必要に応じて上記各図面の詳細図（縮尺は適宜のものとする。） 

３ 調査書は、木造建物要領〔軸組工法〕に準じ、次の各号により作成するものと

３ 前２項の実施に当たっては、取扱要領第７条の各項目別補正率表に掲げる補正

項目に係る建物の各部位の補修等の有無を調査するものとする。 

 

（木造特殊建物） 

第７１条 木造特殊建物の調査は、                      

                      前条第２項及び第３項を準用す 

るものとする。 

                                      

                             

 

第７２条から第８０条まで （略） 

 

（木造建物） 

第８１条 木造建物の図面及び調査書は、第70条の調査結果を基に作成するものと

する。 

２ 木造建物〔Ⅰ〕の図面及び調査書は、木造建物要領             

                             により作成する 

ものとする。 

３ 木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の図面及び調査書は、木造建物要領    

                                     

  を準用して作成するほか、次の各号の図面を作成するものとする。 

一 基礎伏図（縮尺100分の１） 

二 床伏図（縮尺100分の１） 

三 軸組図（縮尺100分の１） 

四 小屋伏図（縮尺100分の１） 

 

（木造特殊建物） 

第８２条 木造特殊建物の図面及び調査書は、第71条の調査結果を基に作成するも

のとする。 

２ 図面は、木造建物要領      を準用して作成するほか、次の各号の図面

を作成するものとする。 

一 基礎伏図（縮尺100分の１） 

二 床伏図（縮尺100分の１） 

三 軸組図（縮尺100分の１） 

四 小屋伏図（縮尺100分の１） 

五 断面図（矩計図）（縮尺50分の１） 

六 必要に応じて上記各図面の詳細図（縮尺は適宜のものとする。） 

３ 調査書は、木造建物要領      に準じ、次の各号により作成するものと



- 4 - 

する。 

一 建物ごとに、推定再建築費を積算するために必要な数量を算出する。 

二 当該建物の移転工法の認定及び補償額の算出が可能となる内容とする。 

 

第８３条から第９１条まで （略） 

 

（木造建物） 

第９２条 木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ご

とに第81条で作成した図面及び調査書を基に、木造建物〔Ⅰ〕については木造建

物要領〔軸組工法〕又は木造建物要領〔ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ

工法〕のいずれかにより、当該建物の推定再建築費を積算するものとする。 

  なお、木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の推定再建築費の積算に当たっては、

木造建物要領〔軸組工法〕第２条第３項又は木造建物要領〔ツーバイフォー工法

又は木質系プレハブ工法〕第２条第３項のいずれかに定めるところによるものと

する。 

２ 木造建物の補償額の算定は、監督員から指示された移転工法に従い、別記６に

定める建物移転料算定要領（以下「建物算定要領」という。）により行うものと

する。 

 

（木造特殊建物） 

第９３条 木造特殊建物の補償額を推定再建築費を基礎として算出するときは、建

物ごとに第82条で作成した図面及び調査書を基に積算するものとする。 

なお、その積算にあたっては、木造建物要領〔軸組工法〕第２条第３項に定め

るところによるものとする。 

２ 木造特殊建物の補償額の算定は、監督員から指示された移転工法に従い、建物

算定要領により行うものとする。 

 

第９４条から第１０３条まで （略） 

 

（居住者等に関する調査） 

第１０４条 居住者等に関する調査は、世帯ごとに次の各号に掲げる事項について

行うものとする。 

一 氏名及び住所（建物番号及び室番号） 

二 居住者の家族構成（氏名及び生年月日） 

三 住居の占有面積及び使用の状況 

四 居住者が当該建物の所有者でない場合には、貸主の氏名等、住所等、賃料そ

の他の契約条件、契約期間、入居期間及び定期借家契約である場合にはその期

間 

する。 

一 建物ごとに、推定再建築費を積算するために必要な数量を算出する。 

二 当該建物の移転工法の認定及び補償額の算出が可能となる内容とする。 

 

第８３条から第９１条まで （略） 

 

（木造建物） 

第９２条 木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ご

とに第81条で作成した図面及び調査書を基に、木造建物〔Ⅰ〕については木造建

物要領                                  

           により、当該建物の推定再建築費を積算するものとする。 

  なお、木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の推定再建築費の積算に当たっては、

木造建物要領      第２条第３項                   

                       に定めるところによるものと 

する。 

２ 木造建物の補償額の算定は、監督員から指示された移転工法に従い、別記６に

定める建物移転料算定要領（以下「建物算定要領」という。）により行うものと

する。 

 

（木造特殊建物） 

第９３条 木造特殊建物の補償額を推定再建築費を基礎として算出するときは、建

物ごとに第82条で作成した図面及び調査書を基に積算するものとする。 

なお、その積算にあたっては、木造建物要領      第２条第３項に定め

るところによるものとする。 

２ 木造特殊建物の補償額の算定は、監督員から指示された移転工法に従い、建物

算定要領により行うものとする。 

 

第９４条から第１０３条まで （略） 

 

（居住者等に関する調査） 

第１０４条 居住者等に関する調査は、世帯ごとに次の各号に掲げる事項について

行うものとする。 

一 氏名及び住所（建物番号及び室番号） 

二 居住者の家族構成（氏名及び生年月日） 

三 住居の占有面積及び使用の状況 

四 居住者が当該建物の所有者でない場合には、貸主の氏名等、住所等、賃料そ

の他の契約条件、契約期間、入居期間及び定期借家契約である場合にはその期

間 
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五 その他必要と認められる事項（親族間、または会社と社員との間の賃貸契約

でないか等） 

２ 居住以外の目的で建物を借用している者に対しては、前各号に掲げる事項に準

じて調査するものとする。 

３ 前２項の調査は、           住民票、賃貸借契約書等の確認のほ

か、別記１７ 仮住居等に要する費用に関する調査算定要領（以下「仮住居要領」

という。）、別記１８ 家賃減収補償調査算定要領（以下「家賃減収要領」とい

う。）又は別記１９ 借家人補償調査算定要領（以下「借家人要領」という。）

により行うものとする。 

 

第１０５条 （略） 

 

（調査書の作成） 

第１０６条 営業に関する調査書は、第103条の調査結果を基に営業要領により作

成するものとする。 

２ 居住者等に関する調査書は、第104条の調査結果を基に居住者調査表（様式第

12号の１、第12号の２）により作成することとし、建物を借家・借間している者

がいる場合においては、家賃減収要領            により作成する

ものとする。 

３ 動産に関する調査書は、前条の調査結果を基に動産要領により作成するものと

する。 

 

（補償額の算定） 

第１０７条 営業に関する補償額の算定は、前条第１項で作成した資料を基に営業

要領により行うものとする。この場合において、建物及び工作物の移転料の算定

業務が当該請負契約の対象とされていないときは、これらの移転工法の教示を得

たうえで、行うものとする。 

２ 仮住居等に要する費用、家賃減収補償及び借家人補償の算定は、前条第２項で

作成した資料等を基に仮住居要領、家賃減収要領及び借家人要領により行うもの

とする。 

 ３ 動産移転料の算定は、前条第３項で作成した資料を基に動産要領により行う

ものとする。この場合において、美術品等の特殊な動産で、専門業者でなければ

移転料の算定が困難と認められるものについては、専門業者の見積を徴するもの

とする。 

４ 移転雑費の算定は、別記２０ 移転雑費算定要領により行うものとする。 

 

以下（略） 

五 その他必要と認められる事項（親族間、または会社と社員との間の賃貸契約

でないか等） 

２ 居住以外の目的で建物を借用している者に対しては、前各号に掲げる事項に準

じて調査するものとする。 

３ 前２項の調査は、賃貸借契約書、住民票等                 

                                     

                                     

                                     

により行うものとする。 

 

第１０５条 （略） 

 

（調査書の作成） 

第１０６条 営業に関する調査書は、第103条の調査結果を基に営業要領により作成

するものとする。 

２ 居住者等に関する調査書は、第104条の調査結果を基に居住者調査表（様式第12

号の１、第12号の２）に                          

                所定の事項を記載することにより作成するも 

のとする。 

３ 動産に関する調査書は、前条の調査結果を基に動産要領により作成するものと

する。 

 

（補償額の算定） 

第１０７条 営業に関する補償額の算定は、前条第１項で作成した資料を基に営業

要領により行うものとする。この場合において、建物及び工作物の移転料の算定

業務が当該請負契約の対象とされていないときは、これらの移転工法の教示を得

たうえで、行うものとする。 

                                      

                                     

     

２  動産移転料の算定は、前条第３項で作成した資料を基に動産要領により行う

ものとする。この場合において、美術品等の特殊な動産で、専門業者でなければ

移転料の算定が困難と認められるものについては、専門業者の見積を徴するもの

とする。 

                                    

 

以下（略） 

 


